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医療体制に関する主な事務連絡等

医療体制 院内感染対策 治療などに関する情報提供

4月 04月 29日 、「新型インフルエンザの

診療を原則行わない医療機関の指

定に伴 う医療体制整備について」

(事務連絡)を発出し、新型イン

フルエンザ以外の疾患の患者に対

する医療を破綻させないため、都

道府県の判断により新型インフル

エンザの診療を原則行わない医療

機関等 (例 えば透析病院、がん専

門病院、産科病院等)を定めるこ

とができることを都道府県に周知

5月 5月 6日 、「国内未発生期における

発熱外来を置かない医療機関への

発熱患者の受診について」 (事務連

絡)を発出し、基本的考え方を整

理

5月 22日 、「フアクシミリ等による

抗インフルエンザウイルス薬等の

処方箋の取 り扱いについて」 (事務

連絡)を示 し、感染拡大を防止す

る観点から、ファクシミリ処方せ

んに関する留意点を周知

5月 26日 、「新型インフルエンザに

関連する診療報酬の取扱いについ

て」 (事務連絡)を示し、ファクシ

ミリ処方せん等に係る診療報酬等

の疑義について整理

○

○

○

○ 5月 21日 t「新型イ

ンフルエンザに関す

る院内感染対策の徹

底について」(事務連

絡)で、国立感染症

研究所でとりまとめ

られた院内感染対策

(5月 20日 時点版)

を情報提供、N95マ

スクやガウンといっ

た厳重な感染対策は

限定された状況での

み使用するものとし

た

○

○

5月 3日 、「予防内服の考え

方について」(事務連絡)を

発出

5月 22日 、「重篤化 しやす

い基礎疾患を有する者等に

ついて」(事務連絡)を示 し、

運用指針における「基礎疾

患を有する者等」の具体例

を周知

5月 28日 、「予防投与の考

え方に対するQ&A」 (事務

連絡)を発出

○

6月 06月 1日 、『「地域活性化。経済危機

対策臨時交付金」の新型インフル

エンザ対策への活用について』(事

務連絡)を示し、新型インフルエ

ンザ対策に係る財政的対応につい

て情報提供を実施

06月 5日 、「新型インフルエンザの

重症患者を感染症病床の定員を超

06月 2日 、「医療機関

における新型インフ

ルエンザ感染対策に

ついて」 (事務連絡)

で、国立感染症研究

所でとりまとめられ

た院内感染対策 (5月

31日 時点版)を情報



医療体制 院内感染対策 治療などに関する情報提供

過 して入院させる場合の取扱いに

ついて」 (事務連絡)を発出し、医

療法及び診療報酬上の取扱に係る

Q&Aを整理

提 供

7月 07月 16日 、「医療機

関の職員における新

型インフルエンザ感

染対策の徹底につい

て」 (事務連絡)を示

し、6月 2日 付事務連

絡は医療従事者のみ

ならず、事務、調理、

清掃等の医療機関の

全ての職員にも該当

することを周知

8月 8月 7日 、「喘′自、等の基礎疾患を有

する者等の旅行等での留意点につ

いて」 (事務連絡)を示し、長期休

暇中の喘息キャンプ等における集

団感染について注意喚起を実施

8月 19日 、厚生労働省大臣が 「新

型インフルエンザ (A組 lNl)の流

行入 りを迎えるに当たつて」を発

出し、基礎疾患を有する方・妊娠

中の方及び乳幼児の保護者の方

へ、早期受診 。早期治療を心がけ

るよう呼びかけ、また、重症患者

ヽの対応に必要な地域内における

医療体制の整備のため、地方自治

体と医療機関の間で、医療連携に

ついて検討 して頂くよう、医療従

事者の方に依頼

8月 28日 、「新型インフルエンザ患

者数の増加に向けた医療提供体制

の確保等について」 (事務連絡)を

発出し、「新型インフルエンザの流

行シナ リオ」を示すとともに、都

○

○

○

8月 28日 付事務連絡

の中で、6月 1日 に示

した医療機 関におけ

るハイ リスク者に関

す る感染防止策の手

引きを再度周知

○ 8月 28日 付事務連絡の中

で、厚生労働科学研究がと

りまとめた、ウイルス性肺

炎を合併 した症例について

のケースレポー トを情報提

供

8月 28日 付事務連絡の中

で、厚生労働科学研究がと

りまとめた、「新型インフル

エンザ (A/HlNl)診 療の

基本的考え方」を情報提供

8月 28日 、「インフルエン

ザ脳症に係る注意喚起につ

いて (依頼)」 (事務連絡)

を示 し、インフルエンザ脳

症の早期症状について、日

本小児科学会がまとめた内

容を周知

○

○

○



医療体制 院内感染対策 治療などに関する情報提供

道府県等に対 し、入院診療を行 う

医療機関の病床数等について確認

及び報告を求めるとともに、受け

入れ医療機関の確保や重症患者の

受入調整機能の確保等、地域の実

情に応 じた必要な医療提供体制の

確保対策を講じることを依頼

9月 ○ 9月 11日 、「新型インフルエンザに

係る医療体制に関する調査結果に

ついて」 (事務連絡)で、8月 28

日事務連絡で依頼 した調査項 目の

うち、外来診療体制及び透析患者、

小児、妊婦等の重症者の搬送・受

入体制にっぃて、集計結果を公表

9月 25日 、「新型インフルエンザに

係る医療体制に関する調査結果に

ついて」 (事務連絡)で、8月 28

日事務連絡で依頼 した調査項 目の

うち、病床数及び人工呼吸器数に

ついて、集計結果を公表

○

○ 9月 18日 、「新型インフル

エ ンザ診断 と治療につい

て」(事務連絡)を示し、医

師が抗インフルエンザウイ

ルス薬による治療の開始が

必要と認める場合には、治

療開始にあたつて簡易迅速

検査や PCR検査の実施が

必須でないことを周知

9月 18日 、『「国内における

新型インフルエンザ症例

集」について (情報提供)』

を示 し、厚生労働科学研究

班がとりまとめた 6例の重

症症例の報告に加え、関係

学会から公表されているガ

イ ドライン等について情報

提供

○

10

月

○ 10月 2日 、「ファクシミリ等による

処方せんの送付及びその応需等に

関する Q&へ について」(事務連絡)

を発出

10月 2日 、「新型インフルエンザ対

策担当課長会議」において、8月

28日 事務連絡で依頼 した調査項目

の集計結果を更新し公表

10月 9日 、「新型インフルエンザヘ

の対応のための外来開設に係る医

療法の取扱いに関する Q&Aに つ

いて」 (事務連絡)を発出し、医療

○

○
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法上の具体的な取扱について周知

11月 ○ 11月 5日 、「新型インフルエンザに

かかる医療体制に関する調査結果

(10月 26日 更新版)について」(事

務連絡)で、8月 28日 事務連絡で

依頼 した調査項 目の うち、病床数

及び人工呼吸器数について、10月

26日 時点での更新状況を公表

○ 11月 16日 、『「わが国にお

ける新型インフルエンザ A

(HlNl)感染による重症

例の臨床的特徴 について

(情報提供)』 (事務連絡 )

を情報提供

11月 20日 、「新型インフル

ェンザの発生動向 ～医療

従事者向け疫学情報～」を

公表し、厚生労働省が収集

したサーベイランス情報

を、医療従事者が利用しや

すい形で情報提供

○

12

月

012月 16日 、「年末年始における医

療提供体制の確保について」 (事務

連絡)を示 し、各地域における流

行状況を踏まえ、年末年始におけ

る医療提供体制の確保を都道府県

等に依頼

012月 25日 、11月 に公表し

た 「新型インフルエンザの

発生動向 ～医療従事者向

け疫学情報～」を更新し、

情報提供

1月
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新型インフルエンザ(A/HlNl)の流行入りを迎えるに当たつて

まずは、昨日から本国にかけて、神戸市及び名古屋市より、新型インフルエ

ンザ(A/Hl Nl)の確定患者で、お亡くなりになつた方がおられる旨の報告を

受けましたので1本件につき、ご報告させていただきます。

このたび、お亡くなりになつた患者は、神戸市の事例についてIま、70代の男

性で肺気腫、糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方、名古屋市の事例について
°
は、80代の女性で多発性骨髄腫の基準疾患をお持ちの方であるとのことです。

お亡くなりになつた方のご冥福を心よりお祈りいたします。

現在のところ、これらの事例について、ウイルスの病原性の変化した可能性が

ある旨の報告は受けておりませんが、引き続き、地方自治体と連携して、情報

収集に努めるとともに、必要な調査を実施してまいります。       ・

次に、昨日、国立感染症研究所より、定点医療機関当たりのインフルエンザ

の患者報告数が公表された件についてご報告いたします。

日立感染症研究所が、昨日、発表した調査結果によれば、2009年第32週

(8月 3日がら9日 の週)における定点医療機関当たりのインフルエンザの患者

報告数が、全国平均で0,99(インフルエンザの患者報告数4,630)となりまし
'た

。その大部分ば新型インフルエンザの患者だと考えられております。

例年、この数値が1を超えると、インフルエンザは流行期に入るものとされて

おり、この基準によれば、今般の新型インラルエンザについても本格的な流行

が、すでに始まつている可能性があります。

さらに、感染拡大の場となりやすい学校が、現在、夏休み期間中であるにも

畠胤        銅L藤異争震l署撃募確喜18耐
学`校が再

´
このまま感染が拡大すると、急激な患者の増加による医療機関への負担が

増大し、重症患者への対応に支障がでるおそれがあります。

こうした状況を可能な限り避けるためには、患者数増加のピークをできるだけ

低く抑え、急激な患者の増加を防止することが必要です。

そうすることで、社会全体への影響を最小限のものとするとともに、国民の皆

様が安心して医療機関を受診し、治療を受けられる環境を維持することができ

ることとなります
`                

・

急激な感染の拡大を防止するために、最も効果的なことは、国民の皆様お―

人お一人が感染防止対策を自党をもって自ら実践することです。このため、これ
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・       ′

まで繰り返し申し上げてきたことではありますが、国民の皆様には、
口手洗い、うがいの励行  .     ・・

口症状が出た方のマスクの着用、外出の自粛、人に咳やくしゃみをかけない

咳エチケツトの徹底  1
・
等の適切な対応を講じていただきますよう、改めてお願いしたいと思います。

=方、今回の新型インフルエジザについては、慢性呼吸器疾患や慢性心疾

患等の基礎疾患を有する方や妊娠中の方、乳幼児が重症化するリスクが高い

とされております。特にここうした方々については、早期受診、早期治療を心が

けていただくよう、是非ともお願いいたします。

また、医療従事者の方には、こうした方々に対する適切な情報提供を行い、

同時に、院内での感染防止に、一層のご配慮をお願いいたします。また、重症

患者への対応に必要な地域内における医療体制の整備のため、地方自治体と

医療機関の間で、医療連携について速やかにご検討いただきますよう、お願い

いたします。                           「

厚生労働省としても、現在取り組んでいる患者の重症化防止を最優先とす

る、医療体制の整備や予防接種対策等を、引き続き推進してまいります。また、

急激な感染の拡大を防止するため、6月 19日に改定した運用指針に基づき、

地方自治体に対し、集団での発生を確認した場合に、感染拡大防止対策を要
・

請する等適切な対応を講じてまいります。                '
また、今後、医療機関に対する重症事例等を集めた症例集の配布や患者会

などを通じた、基礎疾患を有する方や妊娠中の方、平L幼児の保護者の方などヘ

の情報提供の強4し、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄など、重症化防止のた

めの取り組みを=層推進していくこととしております
`・

  ・

最後になりますが、新型インフルエンザ対策においては、正確な情報に基づ

き行動することが非常に重要です。厚生労働省としても、正確な情報を、せ る

だけ迅速に、皆様に提供したいと考えておりますので、引き続き、国及び地方自

治体の発表などに留意いただき、冷静に対応いただくようお願いいたします。

.国民の皆様お一人お一人が、感染は自分が二めるという気持ちをもつて、
°
今

後の流行期を乗り越えていけるよう、今後とも、ご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。            ・           ・

平成21年 8月 19日

厚 生 労 働 大 臣  舛 添 要 .―
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新:型インフルェンザ(HlNl)の

流行入りを迎えるに当たつて

厚生労働省

2009年 8月 19日

感:染症発生動向‐調査1速
‐
報デ■夕■‐ ‐

インフル平ンザ定点当たり報告数'累積響告数、都道府県別

区分 インフルエンザ

報告数 定点当たり

総  数 4,630 C o.ee >
中  縄‐ 県 11181 20:36

奈  良  県 102 1.85

大  阪   府 496
０８●●ｔ̈

東  京  剖 466 1.68

晨  崎  県 105 1.50

宮  城  県 14 o.15

熊
.本  県 12 0.15

秋  田  県 7 0.13

訴  潟  県 0.11

彗  山  県 3 o.o6

..

0例年、定点めたり1を雄
えると「インフル■ンザ流

る:      :

毎
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3.50

3,00

2.50

メ 2

資料:感染症発生動向調査(全国およそ5000医療機関(4ヽ児科およそ3000、 内科およそ20∞)からの定点報告)

平成21年 週男1発生状況

楊 σ懸 群i♂
28 ‐‐́‐・

キヤ部やややヽ 為
国内発生

嵐        ▲
フェーズ6宣言

鷹

資料:感染症発生動向調査(全国およそ5000医療機関(1ヽ児科およそ3000、 内科およそ2000)か らの定点報告)
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急激な患者数増加の抑制

感染の拡大時期を遅ら喘

国民の皆様にお願いしたいこと

○

手洗い、うがいの励行

症状が出た方のマスクの着用、外出の自粛、人|こ

咳やくしやみをかけない咳エチケツトの徹底 ‐ ~

5
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基礎疾患を有する方、妊娠中の方、亭L幼児の保護

者の方及び医療従事者の方にお願いしたいこと ´

0墓縫戻恵百若墨芳丁妊娠革あ芳夏び乳覇夏あ保護
者の方ヘ

早期受診・早期治療を心がけてください‐

○医療従事者の方ヘ

基礎疾患を有する方、妊娠中の方への適切な情

報提供を行つてください

院内感染対策防止への一層の配慮をお願いしま

す

地方自治体と医療機関の間で、医療連携につい

てご検討をお願いします  ゙     ,
6

ト

厚生労働省の取り組み

O重症化防止を最優先とする医療体制の整備、
予防接種対策の推進

○地方自治体と連携した適切な感染防止対策

O医療機関に対する重症事例等を集めた症例集
の配布

0基礎疾患を有する方、妊娠中の方、乳幼児の
保護者の方への情報提供の強化

O抗インフルエンザウイルス薬の備蓄
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国民のみなさまひとりひとりが、

という気持ちをもつて、今後の流行期を

乗り越えていけるよう、今後ともご協力

をお願いいたします。
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